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（会議経過） 
発 言 者 議 題  ・  発言内容  ・  決定事項 
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それでは、改めましておはようございます。 

本日はお忙しい中、山武地区の地域審議会ということでお集まりいただ

きまして、大変ありがとうございます。 

本来でありますと、過半数ということで、成立要件にはなっているとこ

ろでございますけれども、過半数に達しないでこの会議を行うというよう

な形になってしまいます。成立する、しないの、そのような話になってし

まいますと、問題点は残るわけでございますけれども、せっかくこの忙し

い中に出ていただいたということで、この出ている委員さん方の中でご賛

同いただけるような形、あるいはそういう意見をいただけるような形であ

れば、お願いして、またお見えでない委員さん方には、後日お話しするよ

うな形、あるいはご連絡するような形をとらせていただいて、会議は実施

したいというような考え方で進めさせていただきたいと、そのように思っ

ております。 

本日の出席人数は６人でございますけれども、連絡ある方はもちろんあ

るわけですが、それ以外に、連絡しても連絡とれないという方もいらっし

ゃいまして、事務局の方で、話し合いまして議事の採決はされませんが実

会議をおこないたいと思います。 

それでは、本日の会議の方を進める上で、議事録の作成上、会議内容を

録音させていただきますので、発言の際には、必ず挙手の上、お名前を述

べてからのご発言をお願いしたいと思います。 

それでは、第５回山武地区地域審議会を開催させていただきます。 

会議次第により、猪野会長からごあいさつをいただきたいと思います。 

猪野会長、よろしくお願いします。 

皆さん、おはようございます。 

ただいま部長からお話ありましたように、ご連絡いただいた方は、もう

家族の中に不幸があったということでございまして、それにしてもちょっ

と出席人数が足りないということは、非常に残念でございますけれども、

今お話ありましたように、せっかくお集まりいただいたわけですので、一

通りの説明をいただき、また委員さんのご意見をいただき、意見を集約さ

せていただきたいと思います。 

その後のことにつきましては、事務局が言いましたような形で、承認に

なるような形をとれればというふうに考えておりますので、皆様方のご了

解をいただきたいというふうにお願いを申し上げます。 

新年を迎えまして、もう１月近くたちます。大変寒い中でのご出席には

本当に感謝申し上げたいと思うわけでございますけれども、寒い日のこの

合併以来、市長の言葉をおかりすれば、ある程度の方向性が見出せるよう

な合併になっているのではないかというふうな言葉を耳にすることが多ご

ざいます。そういった意味で、この３月を目途にということになろうと思
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いますけれども、山武市総合計画が最終的に決定されようとしているわけ

でございますけれども、それに先立ちまして、皆様ご意見をいただいた中

で、それを積み上げた形の中で進められておりますけれども、最終段階で

の説明並びにご審議をいただきたいというのが今回の趣旨であろうと思い

ます。そんなことで、数は少のうございますけれども、活発なご意見、ご

質問をここで求めますので、どうぞよろしくお願いします。 

簡単ですが、ごあいさつといたします。 

会長、どうもありがとうございました。 

本日の会議の議題なのですが、山武市総合計画原案についてとなってお

ります。 

会議にあたり、原案の説明をさせていただくということで、担当職員の

方の出席を求めておりますので、この場をおかりしまして、紹介させてい

ただきたいと思います。 

説明者、３人いまして、既に皆様方ご承知だと思うのですが、企画財政

課の課長の石田でございます。 

よろしくお願いします。 

それから、企画政策課内に政策推進係ございますが、その係長でござい

ます浅野でございます。 

浅野です。よろしくお願いします。 

それから、越川主査でございます。 

越川です。よろしくお願いいたします。 

以上、私どもの方からご説明させますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

それでは、この後協議に入りますが、地域審議会の設置に関する協議第

８条第２項により、会長に議長をお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

それでは、議事進行を務めさせていただきます。 

会議に入る前に、会議録の署名委員の件でございますけれども、今まで

の出席委員さんを指名してきておりますので、そういう形でよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

事務局、どなたになりましょうかね。 

伊丹委員さんがまだ指名されておりませんので、まずは、お願いしまし

て、次に、本日欠席されている委員さんを除きますと、並木委員さんにお

願いすることになります。 

それでは、伊丹委員さんと並木委員さんのお２人を議事録署名委員とし

たいと思いますけれども、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

それでは、議事録が作成されましたら、署名をいただくことになると思

いますので、よろしくお願いいたします。 
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それでは、会議に入りたいと思います。 

本日の議事は、山武市総合計画（原案）についてということになってお

ります。事務局より説明をお願いしたいと思います。 

企画政策課の石田と申します。引き続きまして、よろしくお願いいたし

ます。 

ちょっと長くなりますので、座って説明させていただきます。 

それでは、私の方から、資料的にはお手元の方にお配りしてあります資

料の１、それから資料の２、それから厚い冊子で、「山武市総合計画（原

案）」というのがお手元の方にあると思います。これを中心に説明をした

いというふうに思います。 

それでは、今回の総合計画の策定に当たりまして、特に山武地区の地域

審議会の委員の皆様方からは、いろんな貴重なご意見をいただきました。

また、それぞれの専門部会におきまして、市民の目からということで、施

策や基本事業についてご検討いただいたことによりまして、原案策定に至

ることができました。ありがとうございました。 

今後についてでございますけれども、１月31日、今月末に開催されま

す、第４回の総合計画審議会におきまして、答申をいただきまして、３月

議会へ上程するというような運びになってまいります。 

本日は、最初に、計画の構築経緯、それから計画の構成概要、そして昨

年８月に実施いたしました、市民の皆様方から意見をもらうということ

で、パブリックコメントを実施しております。そのときに公表しました素

案からの変更点。それから、施策に掲げていました目標値などについて、

説明をさせていただきます。 

次に、地域審議会から提出いただきました意見書事項について、総合計

画との調整結果を説明させていただきたいと思います。 

以上のことから、山武市の総合計画（原案）について、ご確認をいただ

くことを、本日の目的といたしております。 

なお、地域審議会の委員の皆様方からは、構築経緯等におきまして、改

善等がございましたら、ご意見をいただきたいというふうに思います。 

それでは、資料の１の方をちょっとごらんいただきたいと思います。 

構築経緯ということで、簡単にまた振り返りながら、説明をさせていた

だきたいと思います。資料の１の１ページからでございますけれども、平

成18年10月17日に、策定委員会ということで、これは市役所内の部長さん

方を中心とした組織でございますけれども、ここでまず、総合計画の策定

方針について、決定といいましょうか、方針を決めたわけでございます。

その後に19日から、各地区の地域審議会において説明を行いました。11月

６日に第１回の総合計画審議会を開催しまして、基本方針についての確認

をいただいたところでございます。 

ここの四角にありますとおり、総合計画策定方針が決定した後に、総合

計画に基づいた成果重視の事務事業を行う。それから、行政資源配分の効
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率的配分と、その効果的利用を可能にする基礎づくり、それから職員の意

識改革を促進して、コスト意識やマネージメント意識を醸成する。それか

ら、市民への説明責任を果たすというようなことの中から、総合計画に行

政評価システムというものを取り入れて策定をするということになってま

いりました。 

次に、12月14日には、松尾地区の地域審議会から意見書が提出されまし

た。 

それから、翌年の19年１月30日におきまして、各地域審議会の委員さん

を対象としまして、行政評価を活用した総合計画の策定について、説明会

を実施したところでございます。 

２月７日からは、これは市役所内の職員に説明会等を行いまして、進め

てきたわけでございます。３月９日以降から施策設定会議ということで、

これも市役所内の組織でございますけれども、課長が中心となって、６つ

の政策を決定しまして、その下に28の施策が決定したということでござい

ます。 

次のページ、お願いしたいと思います。 

この決定後に、３月20日から、やはり各地区の地域審議会におきまし

て、行政評価を取り入れた総合計画ということで、再度説明を行いまし

た。 

それから、ちょっと飛ばしまして、５月15日には、蓮沼地区の地区、そ

れから山武地区、それから成東地区の審議会から、意見書の方が提出をさ

れました。５月16日に、総合計画策定に係る専門部会の説明会ということ

で、これも一般市民の方、それから各地区の地域審議会の委員さんを対象

としまして、説明会を行ったところでございます。 

下の方にいきますけれども、６月15日から、この第１回の専門部会とい

うことで、６つの部会を開催しまして、それぞれ地区の地域審議委員さん

に加わっていただきまして、いろんなご意見なりをいただいたところでご

ざいます。 

それから、次のページへ参りまして、上の方はちょっと省かせてもらい

ますけれども、７月23日に、第２回の専門部会をそれぞれ開催いたしまし

て、第１回の専門部会でいただいた意見について、検討結果を報告し、確

認を行ったところでございます。 

その後も、８月２日には、「皆んなでつくるまちづくりアンケート」と

いうことで、市民の皆様方のうちから16歳以上、無作為で3,000人を抽出し

まして、回答率は、1,554名で51.8％でございました。まちづくりアンケー

トを行いました。 

それから、８月28日には第２回の総合計画審議会を開きまして、パブリ

ックコメントを実施するに当たりまして、基本構想、それから基本計画の

素案についての確認がされました。８月30日からパブリックコメントを実

施し、募集期間は10月１日まででございました。その後、９月20日に、９
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月議会の中で基本構想の、それから基本計画の素案について、全員協議会

の中で説明を行いました。 

それから、最後のページでございますけれども、昨年の11月20日に、第

３回総合計画審議会を開催しまして、総合計画の原案、それから基本計画

の目標値について確認をしていただいたところでございます。12月19日に

議会の方へ説明を、全員協議会の中で、総合計画の原案について説明を行

いました。 

ことしになりまして、１月22日から25日、きょうは山武地区でございま

すけれども、４地区におきまして、総合計画の原案、それから、意見書の

調整結果等につきましての説明を行っております。31日には第４回の総合

計画審議会を開催しまして、総合計画についての諮問について答申をいた

だくという予定でおります。２月の下旬に３月議会の方へ上程するという

運びとなっております。 

経緯については以上でございます。 

それから、ではちょっと厚い冊子で、総合計画（原案）について、簡単

に説明をさせていただきたいと思います。 

まず、１ページ、２ページをちょっとお開きいただきたいと思います。

ちょっと確認のために、総合計画の構成と、それから期間について、ちょ

っと確認のために、もう一度簡単に説明させていただきます。 

まず、真ん中辺でございますけれども、総合計画の構成ですけれども、

構成につきましては、山武市におけるまちづくりが最上位に位置づけられ

る計画でありまして、基本構想、それから基本計画、それから実施計画の

３つで構成されております。 

まず、基本構想ですけれども、これについては、まちづくりの基本理

念、それから将来都市像を示すとともに、その実現に向けました基本施策

などを明らかにする長期計画ということで、平成20年から29年までの10カ

年の計画となっております。 

それから、その基本計画ですけれども、基本計画に掲げる将来都市像を

達成するためにつくられる計画でありまして、今回は前期の５カ年の計画

ということで、平成20年から24年までの５カ年の計画です。 

さらにその下に、実施計画ということで、この基本計画をまた実現する

ための実施計画ということで、これについては、予算の裏づけのある細か

な実施計画となるわけですけれども、これについては３年間の実施計画と

して、毎年見直しを図ったローリング方式とするという構成でつくってま

いります。この実施計画につきましては、予算の裏づけがどうしても必要

だということで、現在、予算編成作業と同時に並行して進めておりまし

て、ほぼ今月いっぱいぐらいでおおよそ取りまとめができるかなというと

ころでございます。 

それでは、基本構想の部分について、ちょっと説明をさせていただきた

いと思います。15ページをちょっとお開きいただきたいと思います。 
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15ページでございますけれども、まず、先ほどもありましたとおり、基

本理念と将来都市像ということです。まず、基本理念なのですけれども、

「ともに手を携えて誇りを持てるまちづくり」としました。まちづくりの

主人公であります市民、そして行政がともに手を取り合って協力し、山武

市に暮らす市民１人１人が誇りを持てるまちづくりをしましょうというこ

とで、自分の住む山武市をふるさととして誇りに思えるようなまちづくり

をしていきましょうということを掲げてあります。 

それから、将来都市像ですけれども、10年後の山武市の姿ということ

で、「誰もがしあわせを実感できる独立都市 さんむ」というふうにしま

した。あえてこの独立都市としたのは、地方分権の中で、自分たちの市を

自分たちの力で、自分たちの手で、自己責任においてつくっていくという

ことで、あえて独立都市というふうにしました。これを実現するための６

つの政策ということで、政策１が、「暮らしを支える快適なまちづくり

（都市基盤の整備）」。それから政策２が、「住みやすい環境と安全なま

ちづくり（暮らしやすい環境の整備）」。それから政策３が、「にぎわい

豊かな暮らしを創出するまちづくり（産業経済の振興）」。それから政策

４が、「だれもが生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり（保健・

福祉・医療の充実）」。それから政策５が、「生涯を通じて人と人とがふ

れあい共に学びあえるまちづくり（教育・文化の振興）」。政策６が、

「市民と行政が協働してつくるまちづくり（コミュニティ推進と行財政の

効率化）」という６つの政策を掲げてございます。 

この下に、基本計画がついてくるわけでございますけれども、ここ基本

計画については、この下に28の施策、それから108の基本事業で構成されて

おります。これについては、後ほど浅野係長の方から、ちょっと細かい説

明がありますので、私の方からは、構想の部分ということで、説明にかえ

させていただきます。 

続きまして、ちょっと飛ばしまして、18ページ、19ページをごらんいた

だきたいと思います。 

18ページ、19ページが、新しい山武市の土地利用構想という構想図とい

うことになっております。土地利用構想ですけれども、ここの上に書いて

ありますとおり、将来の都市像、「誰もがしあわせを実感できる独立都

市」を実現するため、本市の持つ歴史的、自然的、社会的特性を踏まえ、

それぞれ地域に合ったまちづくりを推進していきます。そのために、将来

の土地利用を大きく４つのゾーンに分けてあります。まず、丘陵価値創造

ゾーン。それから、市街地ゾーン、田園価値創造ゾーン、それから、海浜

レクリエーションゾーンの４つのゾーンに区分けをしてございます。 

まず、丘陵価値創造ゾーンですけれども、ここは主に旧山武町、それか

ら松尾町の一部の丘陵地帯といいましょうか―ということで、ここに書

いてありますとおり、千葉東金道路が横断しまして、その周辺には、緑豊

かな丘陵地域ということで、野菜や果実などが栽培された農地が広がって
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おります。この地を利用しまして、首都圏の食料基地として、都市近郊型

の農業の発展に努めていくと。それから観光農園、それから体験農業の充

実を図り、都会の人々との交流により、体験型農業観光の推進などに努め

てまいります。 

また、自然環境との調和に配慮しながら、成田国際空港への交通アクセ

スに非常に恵まれた地ということで、工業や流通業など、拠点機能の集

積、それから首都圏としての定住環境機能の整備充実等を促進してまいる

ゾーンとしております。 

それから、市街地ゾーンですけれども、市街地ゾーンにつきましては、

国道126号線を中心とした市街地のゾーンです。成東駅、それから松尾駅の

周辺が主な地域ということになります。これについては、国道126号線が横

断しまして、ＪＲ総武本線と東金線が接続するなど、交通の要衝であり、

また、行政拠点として、本市の中枢を担う重要な地域となっております。

国道周辺には、大型商業施設などの生活関連施設、それから市役所を初め

とする公共機関が集中しております。 

一方では、イチゴの観光農園などがありまして、利便性が高く、にぎわ

いを創出している地域となっております。 

今後は、市街の景観にも十分配慮しまして、国道沿線と成東駅、松尾駅

周辺などの交通アクセス拠点の整備環境に務めて、計画的な市街地の誘導

を図る地域とします。 

それから、田園価値創造ゾーンですけれども、これは、市街地ゾーン、

それから海辺の海浜レクリエーションゾーンとの間に挟まれます、水田の

広がっている地域でございます。広大で肥沃な水田が広がりを見せ、本市

有数の農業生産地帯となっております。特に本市を含む周辺地域は、水稲

の早場米地区として、古くから知名度があり、全国的にも需要があるた

め、地元農産物のブランド化を推進し、農地面積の集約化による農業経営

の大型化、それから遊休農地を活用するなど、農業の充実に努めます。さ

らに、市内の農産物の直売などを通じまして、地産地消を推進するための

システムを構築いたします。 

それから、最後の海浜レクリエーションゾーンですけれども、これにつ

いては、太平洋に面しました九十九里浜の一角を形成する成東蓮沼海岸の

白砂青松の自然環境を背景とした、海水浴客でにぎわう地域であります。

成東海岸は県下屈指の長い海岸線を誇りまして、白く広大な砂浜は、南国

風のビーチとして人気を博しております。一方、蓮沼海岸には、プールを

中心としましたさまざまなレクリエーション施設が整備されて、家族連れ

などが夏に訪れて、にぎわいを創出しております。 

今後は、この開かれた九十九里海岸で多彩なイベント等を実施しなが

ら、本市の魅力を全国にアピールする発信地区と考えております。 

また、自然環境と調和した景観形成、それから本市独自の物産の直売、

食の魅力などの創出を行いまして、１年を通じて通年型の観光地づくりに
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努めて、来遊者の増加を図るということで、４つのゾーンをそれぞれ決定

したところでございます。 

それから、次のページ以降は、山武市の課題だとか、それぞれ６つの政

策の課題、大綱等を書いておりますけれども、これについては、ちょっと

説明の方を省略させていただきたいと思います。 

それからあと、資料の２の方をちょっとごらんいただきたいのですけれ

ども、Ａ４の用紙でございますけれども。 

これについては、ここに書いてありますとおり、総合計画の素案、先ほ

ど去年の８月20日ごろに素案ということでつくりまして、市民の方の意見

とか、あるいは地域審議会、あるいは総合計画審議会、議会等の意見をい

ただいた中で、修正等がございました。こういうような形で修正をして、

それぞれこの構想の中に意見を反映させていただきました。これについて

は、細かくなりますので、後ほどちょっとごらんいただきたいというふう

に思います。 

特にちょっと一つだけ、この地区に関係するということで、真ん中辺な

のですけれども、構想の22ページをお開きいただきたいと思います。 

政策の２ということで、「住みやすい環境と安全で安心して暮らせるま

ちづくり」という中に、残土条例に関すること、あるいは不法投棄に関す

る記述がないのではないかという指摘がございました。これについてです

けれども、うちの方で検討しまして、ここの22ページの上の方にあります

とおり、「地下水を保全するため不法投棄の防止などに努め」というよう

な形で、その辺の記述を加えさせてもらいました。ということで、あとほ

かにもありますけれども、一応こういう形で、修正の方を加えております

ので、後ほどご確認をお願いしたいと思います。 

私の方からの説明は、以上でございます。 

それでは、引き続きまして、基本計画の部分につきまして、企画政策課

推進係の浅野ですけれども、説明させていただきたいと思います。 

それでは、原案の方の27ページをごらんになっていただきたいと思いま

す。 

こちらからが基本計画ということで、先ほど計画の構成につきまして、

将来都市像を実現するため、構想の中でうたいました施策の大綱に基づい

た６つの柱、そちらを５年間、前期ということになります。前期の５年間

で取り組むべき具体的な施策を、基本計画の中に入れていくということ

で、５年間、前期の計画ということで、ご認識をお願いしたいと思いま

す。 

27ページに、まず分野別の計画ということで、一番初めに、行政評価の

考え方と。新しくこの行政評価の考え方を取り入れた基本計画の策定に、

新市になりまして行っております。行政評価につきましては、地域審議会

の委員さん方におかれましても、２、３度説明をされていると思います

が、ここに書いてありますように、中段に書いてありますが、行政財源を
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有効に利用するとともに、市民にわかりやすい行財政運営を行うための一

つの方策ということで、行政評価の考え方となっております。行政評価と

いうと、一言でいいますと、今言われていますプラン、ドゥ、シーという

ことで、プラン、計画を立てて、企画をして、ドゥ、実施をして、評価を

すること。今までの行政ですと、プラン、ドゥ。予算があって実行して、

その繰り返しが往々にしてあったと。ですから、プラン、予算を組んで、

ドゥ、実施をして、それに評価という部分を加えて、この評価に基づい

て、また次の予算、企画に役立てるということで、そのサイクルをしっか

りさせるという意味で、行政評価、シーという部分ですね。これを取り入

れた計画構成というふうなことになっております。 

このような行政評価を取り入れますと、今回、基本計画の中に、施策、

基本事業という事業を構築しております。そこに目標を立てております。

その目標の達成度を、市民の方々、行政、職員、その辺がわかりやすいよ

うに数値化をしているというのが、一つの特徴であります。 

往々にして、今までの旧町村等の計画等を見ていただくと、何となく抽

象的な言葉で終わっているようなところがあるように見えます。何々を推

進しますとか、何々を努力しますとか、努めます。その辺で終わっていま

して、じゃ、どこまで何をやるのだというところが、ちょっと数値化され

ていない。その辺を今回、新しい手法として、できる限り達成度を数値化

するというような目的で、今回つくられております。 

真ん中ほどの図を見ていただきますと、左側が３つの計画の構成。基本

構想、基本計画、実施計画と。先ほど課長の方から説明がありましたよう

に、10年間の構想があって、それを達成するための基本計画、５年間の計

画。それと財源の裏づけのある実施計画ということで、３年間の計画を立

てていると。これをその分野別の政策ということで、大きな政策、６本の

柱ということで、これを構想の部分に入れております。将来都市像を実現

するための６つの政策。これは構想部分です。それに基づく政策を実現す

るための手段として、28本の柱。施策ということで、ここからが基本計画

に移行したものになります。それから、基本計画の中には、政策を実現す

るための手段としての施策と、それをまた行うための手段として、この特

性別にまとめた108本の基本事業ということで、施策と基本事業。この２つ

で基本計画が構成されております。 

基本事業の下に、また事務事業ということで、これは今現在は400ほどの

事業ということで、これは予算ですね。単年度の予算書を見ていただくと

わかるのですが、今現在400くらい。これを今、行政評価を入れるというこ

とになりますと、20年度にやろうとしているのですが、これが今の予算の

400を分けると、約倍。800から1,000くらいになるのじゃないかと。それを

今度、一つ一つ評価をしていくというような形で行う予定になっておりま

す。 

あと、27ページ。最後に、「成果指標について」ということで記述して
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おります。聞きなれない言葉であると思いますが、ここにつきましては、

ここに書いてあるように、市民にわかりやすく評価を行うため、今ほど説

明しました施策と基本事業、こちらにそれぞれの目標となる目指す姿とい

うことを設定しております。その目指す姿の達成度をあらわす物差しとい

うことで、成果指標と。これをより具体的な明確な数値化をしていこうと

いうことで、成果指標というものを設定しておるところが特徴でありま

す。 

28ページをごらんになっていただきたいのですが、各分野別の計画を体

系図式化したものです。左側から基本理念、将来都市像、６本の政策です

ね。１の「暮らしを支える快適なまちづくり」から、６の「市民と行政が

協働してつくるまちづくり」。この６本の大きな柱。ここまでが基本構想

部分でうたわれております。これを実現するための手段として、28本の施

策ということで、右側にありますが、一つ一つ６本の政策に、それぞれ施

策として３つから７つほどですかね。足しますと28本の柱で構成されてい

ると。この施策以下が基本計画であらわしているというふうにご理解を願

いたいと思います。 

29ページをごらんになっていただきたいのですが、これが基本計画の体

系と成果指標の例ということで、このあと30ページ以降が、それぞれ28本

の施策ごとの体系を、１つの例ということで出しております。 

１つの例として、これは４の、「だれもが生きがいを持って安心して暮

らせるまちづくり」ということを１つの例としまして、こちらには実際の

ところ、５本の施策か゛ぶら下がっております。 

ここには４－３、４－４ということで、健康づくりの推進というところ

が、１つの政策になっていまして、その下にまた基本事業ということで、

４つの基本事業が構成されております。 

基本事業の下に、またそれぞれ事務事業ということで、これは実施計画

上に載せる計画になりますが、事務事業が構成されているという形であり

ます。 

29ページの一番下をちょっと見ていただきたいのですが、ここに、目

的、手段という矢印が、左側から右、すべてが目的、手段、目的、手段。

ですから、左側が上位、右側がだんだん細かくなる個別的な事業になるの

ですが、上位の計画を達成する。上位の計画は目的という形になります。

ですから、目的を達成するための手段が、その下の、下位の事業になりま

す。ですから、政策を達成するためには、下位の施策の手段がある。施策

をまた目的として、またその下の、下位の基本事業が手段と。そういうふ

うな形で、上位の計画から下位の計画に、すべてが目的、手段、目的、手

段、そのような形の構成となっておりますので、ご了解願いたいと思いま

す。 

それでは、30ページ以降が、28の柱ごとの説明になりますが、これ時間

の関係上、全部を説明するのは大変なものですので、30ページということ
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で、とりあえず説明をさせていただきたいと思います。 

30ページ。横になっておりますが、こういう一番上に、政策ということ

で、「政策１ 暮らしを支える快適なまちづくり（都市基盤の整備）」。

こちらの政策の中の一つとして、道路網の整備充実という施策が立ってお

ります。これが28本のうちの１本になります。 

その次に、施策のねらいということで、先ほど成果評価のところで説明

しました、その目指す姿ということを文言で書いております。道路が整備

され、日常生活の安全性、利便性が向上します。これあくまでも基本計画

ですから、５年間の中で目指す姿。ねらいだということになります。この

ねらいを達成するため、施策の目的の達成度を示す指標、成果指標です

ね。これがその下にあります「市道整備状況の満足度」と。これが一つの

物差しだということになっております。ここにつきましては、ある程度数

値化をするということで、今現在の基準年度の現状をすべて把握しまし

て、現状の数値を入れております。それが、ここで見ますと62.1％。24年

度、５年後の目標値は、ここでは矢印という形になっておりますが、この

満足度を図るのは、先ほど課長から説明がありましたように、3,000人を対

象としたまちづくりアンケート。このアンケートで現状値の把握をしてお

ります。アンケートですと、５年後にまた同じ設問で、3,000人を対象にや

る予定でおりますが、対象者が当然異なってきます。アンケートですか

ら、プラス・マイナスの通常５％、プラス・マイナス５％の誤差が出てく

るというふうに言われておりまして、このアンケートで取得した数値につ

きましては、基本計画上、矢印表示にさせてもらっています。この道路網

の整備充実につきましては、横矢印ということで、現状維持。62.1％、今

現状満足している割合が、62.1％あるものを、５年後も維持していこうと

いうふうなあらわれになっております。後ほど、これが上を向いていた

り、下を向いていたりするものも、ちょっと若干あるのですが、それは後

ほど説明をさせていただきたいと思います。 

施策の部分についてのねらいがありまして、その下に、施策を実現する

手段ということで、基本事業が構成されておりますが、それがこの表の半

分から右側の部分。これがこの基本事業。道路網の整備充実に構成する基

本事業が一応２本あります。あと１つが、幹線道路の整備と維持管理。も

う一つが、生活道路の整備と維持管理。ですから、先ほどの目的、手段と

いう考えでいきますと、この基本事業の幹線道路、生活道路の整備と維持

管理。これがある程度成果が上がって、向上すれば、この上の施策の道路

網の整備充実のねらい、道路が整備され、日常生活の安全性、利便性が向

上しますと。こちらが目的を達成していけるのではないかということで、

ここも目的、手段という形になっております。ですから、この基本事業の

２つが成果が上がれば、施策の成果も上がっていくと。基本事業の成果が

上がらないと、もう施策も上がっていかないというような形になってくる

かなと思います。 
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基本事業につきましても、それぞれ施策と同じように、基本事業のねら

いということで、中ほどに書いておりますが、ここも目指す姿。基本事業

としての目指す姿ですね。ですから、幹線道路の整備と維持管理につきま

しては、ねらいとしましては、広域幹線道路に接続する幹線道路が整備、

維持管理され、安全性、利便性が確保されますというのが、この基本事業

としてのまたねらいになります。これを図る物差しが、この一番右側にあ

りますが、幹線道路の整備状況に対する満足度。幹線道路の改良延長割

合。これを一つの物差しとしてはかっているというふうになっておりま

す。 

以上が一つの施策の構成というふうな形でご説明をさせていただきまし

た。 

以下、31ページ以降、そのほか27本の柱がございます。施策を設定して

おります。基本事業もそれぞれ設定しております。今説明したように、目

的、手段、ねらいがあって、生活指標がすべて表示されていると。施策に

つきましては、施策の部分の現状値と目標値については、すべて記述して

あるというふうにご理解を願いたいと思います。 

資料③をごらんになっていただきたいと思います。Ａ４の紙１枚になっ

ておりますが、ここに総合計画の施策目標値の一覧表ということで、今ほ

ど説明しましたように、一番上に１－１の「道路網の整備・充実」という

ことで、先ほど30ページで説明した施策が入っております。成果指標とし

て、市道整備状況の満足度。現状値を見ていただくと62.1、目標値は横矢

印になります。これはすべて28本の施策に基づく成果指標を一覧表にした

ものであります。ですから、１－１から１－２、ずっとありまして、裏面

の６－４までの28本の施策ごとの成果指標。これ１つの一覧表で見えるよ

うな形でまとめたものであります。 

真ん中ほどに、区分というところで、片仮名の「ア」というふうに書い

てあります。これが先ほど説明しましたように、アンケートで取得した成

果指標だと。ですから、これを見ていただきますと、目標値を見ていただ

きますと、「ア」という区分になっているものは、矢印表示になっている

かと思われます。それと、区分の中に「業」という字。漢字の業ですね。

こちらは業務で取得。行政が仕事をやっている中で、業務の中で取得でき

る指標だということで、こちらについては現状値も数値化されております

し、目標値についても、ある程度業務でとれる指標ですので、数値化をし

てございます。 

あと、その目標値につきましてですが、アンケートの部分で上から７つ

目に、成果指標として、「航空機騒音を不快に感じる市民の割合」。これ

もアンケートをとっております。これは下矢印を向いております。一見見

ますと、成果が上がっていないのじゃないかなというふうに見られると思

いますが、この成果指標が、不快に感じるということで、これが96.1。こ

れを数値を下げるという矢印方向になります。ですから、96.1％の今不快
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に感じている方の数値を、なるべく施策を打って、不快に感じる市民の割

合を少なくしようと。ですから、この矢印というのは、あくまでも数値を

下げる、上げる、横ばいにするというふうに、ご認識を願いたいと思いま

す。ですから、ぱっと見ますと、成果が上がっていないのじゃないかな、

上げないのかなというふうには見られがちなのですが、ちょっと成果指標

が逆説的なアンケートをとっておりますので、この辺が１点あります。 

もう一つが、もう１カ所ですね。裏面を見ていただきたいのですが、裏

面の下矢印がある上から６つ目です。子育ての支援という施策の中の、こ

こもやはり成果指標を読んでいただきますと、「子育ての不安を持つ保護

者の割合」と、このようなアンケートをやっている関係上、今現在、

27.3％の方が、「不安を持つ」という形になっております。ですから、こ

れもこの辺を目標値としては、この数値を下げたいということで、矢印が

下向きになっております。ですから、27.3％の、なるべく、不安を持つ保

護者の割合を少なくしようというふうなあらわれになっておりますので、

ご了承願いたいと思います。 

また、表面を見ていただきまして、一番右側の備考欄をごらんになって

いただきたいと思います。ここに米印で記されたものが７つほど今ござい

ます。こちらについて、今、素案の段階。12月議会の説明のときまで、こ

の数値は同じ数字で入れているのですが、この米印になった部分。ここに

ついては、今現在、その現状値の取得等につきまして、若干ふぐあいがあ

った。それなりにまた目標値についても、ちょっとこれは変更しなければ

ならないだろうというところで、案にする段階で、今これは検討している

ところです。ですから、これはもう少し数値が変わってくるものもありま

すし、数値としてもうちょっと向上をさせるべきものもあるだろうという

ところで、変更がかかると予想される部分を、今７カ所表示をしてござい

ます。この辺については、最終的な案というところでは変更になるという

ところで、ご了承願いたいと思います。 

あと、最後ですが、やはり備考欄に、社会指標という表面の下から６、

７つ目ですかね。社会指標というところで、これ目標値が横線になってお

ります。これは商品販売額、商工業の振興の中の、市内の商品の販売額。

あと製造品の出荷額ということで、現状値は、今記入をされております585

億と1,396億。これは工業統計とか商業統計。統計で出されている数字なの

ですが、この辺は目標値を立てる段階で、行政の影響がそれほど大きくな

いと。社会的な動向ですね。そういうところで左右されるものは多いだろ

うというところで、ここについては指標自体が社会の動向に変わってくる

指標なので、目標値がこれは難しいだろうということで、ここは横線にな

っています。ですから、これは社会指標という表現をさせていただいてお

ります。 

以上がこの一覧につきまして、施策の目標値について、全体的なお話を

させていただきました。 
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以上です。 

次に、地域審議会から出されました意見書の調整結果につきまして、越

川の方から説明がありますので、よろしくお願いします。 

企画政策課政策推進係の越川でございます。 

今ご案内がありましたが、私の方から、山武地区地域審議会から、平成

19年５月15日に提出をいただきました、新市のまちづくりに当たってのご

意見について、本日説明させていただいております計画の構成から、では

一体、総合計画（原案）のどの政策、そしてどの施策、どの基本事業によ

って、検討を含め、対応を図っていくのか、説明をさせていただきたいと

思います。 

説明は、資料④。こちらは山武地区地域審議会から提出された意見書の

写しでございます。こちらと資料⑤。これは意見と、総合計画、基本事業

を整理したものでございます。あと、山武市総合計画（原案）の方を用い

て説明させていただきます。 

まず、資料④でございます。 

いただいたご意見。大項目は４点から、まちづくりの提言をいただいて

おります。 

１点目といたしまして、（仮称）さんぶの森交流センターについて。 

２点目といたしまして、山武地区の教育環境につきまして。 

３点目といたしまして、農林業の振興について。 

４点目といたしまして、旧出光村の整備活用について。 

すみません。５点ございましたね。５点目といたしまして、ＪＲ日向駅

周辺の道路整備について。 

以上、５点からご提言をいただいておりまして、この具体的な提言の事

項でございますけれども、１の（仮称）さんぶの森交流センターは、この

地域の特色を表現できる施設として、市民が自由に活動できるか場。ボラ

ンティアが活動が行える場。 

そして、２点目といたしまして、市民の交流を深め、市民活動を活性化

し、地域イベントの中心的な役割を担う施設。 

３つ目といたしまして、施設の一部にサンブスギを活用する。 

４点目といたしまして、地域物産を自由に流通できる設置。これは地域

産業の振興からという具体的な内容が盛り込まれているものと解釈いたし

ました。 

２点目の山武地区の教育環境についてでございますけれども、こちらは

中段あたりに、小中学校等の統廃合を含めた環境改善。 

２点目といたしまして、学校教育においては、個に応じた教育を行う環

境を整える。そして、きめ細かい教育の一層の充実を図っていく。 

３つ目といたしまして、空き教室などを地域住民と生徒が融合できるよ

うな活用を検討することというような内容になるかと思われます。 

農林業の振興についてのご提言でございますけれども、こちらはバイオ
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マスを利用した事業を展開していくこと。そしてあと農業体験。滞在型農

園から農業従事者の育成を行うこと。またバイオマス絡みなのですが、バ

イオマス事業と絡めた新たな付加価値を生み出す産業の掘り起こしを起こ

すことという内容になるかと思われます。 

４点目の旧出光村の整備活用方法についてでございますけれども、こち

らについては、山武には森林を守るＮＰＯが存在している。その活動の場

として提供して、管理費用の低減を図るというご提言。またそのために、

森林を保全するという上でも、早急な計画を策定することが大きな内容に

なるかと思います。 

五つ目のご提言で、ＪＲ日向駅周辺の道路整備についてでございます

が、非常に日向駅前の歩道は危険な状況にある。この危険な状況である駅

前を解消するために、京相製管の西側の農道整備。あわせて歩道整備を行

う。 

２つ目といたしまして、駅の利用の活性化を図るために、ホーム延伸整

備による快速電車の停車など、公共交通の充実についても推進していくと

いうご提言になります。 

これらを、じゃ、総合計画基本事業の方で整備していくと、どのような

ことになるかというのをあらわしたものが、資料の５になります。資料

⑤、表の中間に、６－１だとか、３－１だとかとありますが、６というの

は政策を示しております。ちなみに１の（仮称）さんぶの森交流センター

についてということで、多くの市民が、この施設をボランティア活動を含

め、自由に利用できるようにすることというのは、どのような政策で対応

していくかといいますと、54ページ、お手数ですが、開いていただきたい

と思います。 

54ページは、政策が、市民と行政が協働してつくるまちづくり（コミュ

ニティ推進と行財政の効率化）という政策になります。この中の１番の施

策でございます。協働と交流によるまちづくり。このねらいが、「まちづ

くりについて、市民と行政が共に考え、共に実践していく協働参画型の組

織が増えます」と。あと「異文化交流が活発に行われ、相互理解が深まり

ます」。このねらうところでございます。この中の実現するための基本事

業として、右側に４つほど書かれております。そして、このさんぶの森交

流センターについて、やはりこの③ですね。市民活動施設の整備と利用促

進という基本事業がございます。このねらうところでございますが、市民

活動施設が整備され、市民や市民活動団体の活動する場が確保され、利用

されます。こういうねらいがある基本事業の中で、さんぶの森交流センタ

ーについてのご提言であります、多くの市民がこの施設を、ボランティア

活動を含め、自由に利用できるようにすること。また、地域イベントの中

心的な役割を担う施設とすること。ちょっと角度違うのですけれども、施

設の一部にサンブスギの活用というのも、この施設を整備するに当たって

考慮すべき点ということで、この市民活動施設の整備と利用推進の中で図
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られていくという計画かと思います。 

一つ、このさんぶの森交流センターの中で、地域物産を自由に流通でき

る市場の設置ということで、市民活動、施設の整備と利用を促進というこ

ともあるのですが、とりわけ地域産業の振興ということで、こちらは41ペ

ージでございます。原案の41ページにおきます農林水産業の振興。これは

施策は農林水産業、政策は、「にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづく

り（産業経済の振興）」という政策でございます。この中の施策の一つで

あります農林水産業の振興、この中の基本事業であります、３番目に、農

産物の付加価値向上と販路の拡大。この基本事業の中で検討、展開が図ら

れていく計画となっています。 

以上がさんぶの森交流センターについてのご提言の整備になります。 

２番目といたしまして、山武地区の教育環境についてということで、こ

ちらも細かいところでいきますと、小中学校等の統廃合等を含めた環境の

改善。個に応じた教育を行う環境を整え、きめ細かい交流の一層の充実。

空き教室など地域住民と生徒が融合できるような活用の方法ということ

で、これはやはり、政策的には５になりまして、49ページをお開き願いた

いと思います。49ページにおきます、政策としては、生涯を通じて人と人

とがふれあい共に学び合えるまちづくり（教育・文化の振興）」に当た

り、その中の施策５－１であります学校教育の充実に当たってまいりま

す。この中で、統廃合、あとは空き教室の問題に関しましては、この中の

６つの基本事業があり、６番目の基本事業を示してあります教育施設の適

正配置の推進。こちらの目指すところでございますけれども、児童・生徒

の減少、教育内容の充実及び施設の老朽化に伴い、教育施設の適正な配置

を行っていきますという、基本事業の中で展開が図られてまいります。 

また、個に応じた教育。こちらにつきましては、基本事業の２。確かな

学力の向上と生きた学力の推進ということで、教科の特性を踏まえた、個

に応じた授業が行われますというねらいでございますが、この中で対応を

図っていくということになります。 

３番目。農林水産業の振興でございますけれども、こちらはバイオマス

に関する事業の展開と付加価値を生み出す産業の振興ということで、36ペ

ージでございますね。共同提案いただきましたが、36ページの下の農林水

産業の振興とありましたが、バイオマスに関しましては、36ページ、自然

環境の保全の中で対応が図られる計画になっております。具体的には、基

本事業で３番目にバイオマスタウン構想の推進ということで、バイオマス

の利用により、自然環境の保全をしますということで、まず、この中で取

り組んでいくという位置づけになります。 

あと、真ん中の農業体験。滞在型農園から農業従事者の育成につきまし

ては、農林水産業の振興の中の、担い手の育成支援という農林事業の中で

対応していく形になります。 

４番目でございますけれども、山武には旧出光村がございまして、その
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整備活用方法ということで、こちらについてでございますが、１－４でい

くと、33ページになります。33ページの、こちらは施策的には都市の整

備。政策は、暮らしを支える快適なまちづくり、都市基盤の整備というこ

とで、この手段としての都市の整備。ねらいでございますけれども、地域

性を生かした機能的な事業がされて、利便性が向上しますと。この中の基

本事業１、市街地の整備。この基本事業の中で対応、検討を図っていくと

いう計画になります。 

最後、５番目のＪＲ日向駅周辺の道路整備についてでございますが、こ

ちらも、今言われております駅前の混雑の改善、安全確保のための京相製

管の西側道路の拡幅。歩道整備については、今、計画に入っています33ペ

ージの都市の整備の中の、基本事業の２番目の駅周辺の利便性の向上とい

うことで、駅の利便性が向上しますよという状態を目指す、この基本事業

の中で、要望検討を図っていくということになります。 

もう１点が、駅利用の活性化のため、ホーム延伸整備による快速電車の

停車などということになりますと、こちらは同じ施策になりますが、31ペ

ージ、１枚めくっていただきますと、公共交通網の整備ということで、こ

ちらのねらいは、公共交通網が充実し、利便性が高まりますというねらい

でございます。この中の基本事業、手段として、１番の鉄道の利便性の向

上と。このねらいが鉄道の本数を維持し、通勤、通学、買い物や余暇など

が活動が快適に行われますというねらいの中で、対応を図っていく総合計

画（原案）の構成になっています。 

以上、雑駁でございますが、ご意見に対する整備について説明をさせて

いただきました。よろしくどうぞお願いいたします。 

事前の質問事項はないということですね。 

ございません。 

それでは、ちょっと休憩したいと思います。 

10分ぐらいでいいですかね。およそ10分ということで、一応11時５分前

をめどに再開したいと思います。 

（休  憩） 

それでは、再開したいと思います。 

私の方から言うのはなんですけれども、こういう総合計画、基本構想、

基本計画というのは、役所の中にいない人間にとっては、なかなかなじま

ないようなところもありますので、理解するのに大変苦労するところでご

ざいますけれども、その辺は事務局から、かなり私、わかりやすくは説明

していただいたような気はしておりますけれども、いずれにしても、今度

は委員さんの方からご質問、ご意見をちょうだいしたいと思います。 

余り深くお考えにならないで、ひとつ発言いただきたいと思いますの

で。特に範囲は定めませんので、何なりとご発言いただきたいと思いま

す。 

どうぞ。 
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慶増倭枝です。 

出光村の整備活用方法についての提言なのですが、このいわゆるＮＰＯ

さんがあれされて、管理費用の低減を図ることが可能となるというような

ご評価ですが、私はそのようには評価しておりません。ですから、ぜひこ

の協議会を立ち上げていただいて、必ず隣接地主さんも３人ぐらい、その

会に入っていただいて、それでこの出光の用地の有効活用。これからの時

代は、利益を得る。維持管理費を町や国が払うのでなくて、そこの中から

収益を得る。それについて、今ここに提示されている、この森林を守るこ

れですか。これは利益を得られるようには思えないので、ぜひ費用がかか

らないような方法として、一つの提言は、早く協議会を立ち上げて、あの

土地の利用の仕方はどのようにしたらいいのかを、大至急やっていただき

たいと思います。 

ただいまの慶増さんのご発言ですけれども、利用の仕方等についてのご

意見だと思います。それで、今回に関しましては、一応総合計画について

の、まず審議ということですので、後ほどまた時間を多少設けて、その辺

のご意見はちょうだいしますけれども、とりあえずは、この総合計画に対

する質問なりご意見なりということでいただきたいと思いますので、ちょ

っとご了承いただきたいと思います。 

はい、わかりました。 

これに関するご質問、ご意見ということで、まず取り上げたわけですけ

れども、いかがでしょうか。 

いいですか。 

どうぞ。 

お名前をひとつ。 

宇井でございます。 

今説明を受けて、初めは、うちで見ていたところ、全然わからなかった

のですけれども、すごく役所も頑張っているのだなと思います。そして

今、年金問題で、役所も随分大変な思いをしておりますが、片方ではこん

なに頑張っているのだな。よし、おれたちももっともっと勉強しなきゃい

けないなということで、進めていきたいなと、そんなふうにちょっと感じ

ました。 

以上です。 

取り組み方についてのご意見、お話をいただいたわけですけれども、ほ

かにございませんか。 

伊丹さん。 

伊丹です。 

今いろいろ具体的にご説明いただきましたけれども、先ほど山武地区か

らの要望書ということで、意見書ということで、５つの意見が出されてい

たのですけれども、この要望に対する対応の仕方というのが、この計画、

中での方に提起するというような対応になるのか。それとも、またこの下
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に、基本的な事業ということで、400くらいあるということが、それが具体

的な対象物件というのですか。そういったものに細かく分かれていくの

か。このような対応方法であると、やはり一つのポイントについて、例え

ば日向駅のことについてとかといったことが、具体的に進展していかない

と思いますので、そのような対応のための事業策になっていくのか。そこ

ら辺がちょっと知りたいのですけれども。 

お願いします。 

企画政策課の石田ですけれども、私の方からお答えしたいと思います。 

この構成が、先ほど浅野の方から説明しましたとおり、これ基本計画の

部分でありまして、この下に事務事業ということで、細かい事業がついて

きます。その中で、今、その事務事業自体は、予算が必要なわけです。そ

の事務事業やっていくためには、予算が必ず必要だということで、予算の

裏づけがないと、事務事業として実施できる事業かどうか、その辺が必要

になってきますので、今、予算編成作業を進めておりますので、その中

で、実際の事務事業を、細かく今つくり上げているところなのです。です

から、その事務事業の中に、今後実際にやるような事業は、事務事業の中

で今後出てまいりますので、この計画の段階では、ちょっとそこまでは見

えてこないのですけれども、その下にある事務事業で、実際のやる事業が

見えてくるということで、ご了解の方いただきたいというふうに思いま

す。 

そうすると、１つの事業が多岐にわたることがあるわけですよね。そう

すると、予算の方は、両方からというか、そういう感じで出てくるのです

かね。 

そうですね、はい。この下にいろんな事業がくっついてきますので、ま

して横断するような事業も出てきますので、その辺はきちっとまた予算の

裏づけを持って計画していくという形になります。 

そうすると、さっき、慶増さんがおっしゃったような、それに対する出

光の協議会ですか、そういったような形みたいなことになるのでしょう

か。 

協議会立ち上げる、立ち上げないはまた別の話としまして、その出光の

例えば有効利用なんかというのは、その下のまた事業の中で具体的に、例

えば計画づくりをどういうふうにしていくのだとか、その辺は実施事業の

中で検討していくという形になります。 

そうすると、これからそういった具体的に動き出せるというのは、まだ

先になるということでしょうか。 

実施計画というのは、20年度からスタートする計画ですので、20年度か

ら３カ年間、実施計画みたいなものをつくっています。それについては、

きちっとやはり３年間の予算がありますので、予算の中でできるかできな

いか。その辺のところを今、整合性をとっているところなので、ちょっと

時間がかかっているというところで、ご理解いただきたい。その中で出て
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まいります。 

伊丹委員さん、あるいは慶増委員さんのお気持ちというのがわかるので

すよね。自分たちの協議会としての意見等がどういう形で反映されるの

か。実際に取り上げられるのかどうかというところまでは、私たちは気に

するわけですけれども、今回に関しては、やっぱり総枠の話であって、構

想、基本計画段階ですので、具体的にそういうのがこの分野に入りますよ

という説明は、さっきからいただいたのですけれども、こういう形でこの

程度にできますよというところまでは行っていないので、それがちょっと

歯がゆいというか、知りたいという気持ちにはなると思うのですけれど

も、基本的な、今段階での審議していることは、そういうことだというこ

とは、おわかりいただきたいと思うのですけれども。ですから、後々そう

いうことが、一つ一つの予算について、この審議会に諮るわけではないわ

けですけれども、将来的にはそういうのが実際に反映されていくかどうか

も注視していくことも必要だろうと思います。聞きたい気持ちはわかるの

ですけれどもね。 

ほかにどうぞ。 

はい、並木さん。 

成果指標についてということで、27ページに書いてあるのですけれど

も、10年計画をみて、その中にある事業を見て、予算を実行するというこ

とで、単年単年で見ていくという形ですけれども、３年間やったところで

どうなのかという、その数値のあらわし方というのですか。どういうふう

な形で、この程度まで達成したとかというのを、数値に出して、ここに書

いてあるのですけれども、それを市民の皆さんに、どういう形で、統計を

とるとか。それで、その数値をどういうふうな形で伝えるのでしょうか

と、ちょっと思ったので。３年３年ごとに、３年たったら皆さんにそれを

報告する。また、それを報告するという形になるのでしょうか。それと

も、市役所の中で単年単年で検討して、また進めていくという形なのでし

ょうか。 

そのことについて。 

先ほど目標値について、それ先ほど浅野の方から説明があったと思いま

すけれども、ここに出ているのは５年後の基本計画。前期の基本計画が終

わった段階での目標値ということで、ここに示してあります。 

このアンケートについては、この数値を毎年見ていますと、ちょっとま

だ日現実的なところはありますので、恐らくアンケートについては、５年

後をとってくるような形になって、実際にその目的はどうなったかという

のを見るような形になろうかと思います。 

それから、その業務というのは、これは市役所の方がやっている業務の

中でとれる数字なので、あるいは毎年とれる数字もありますので、そうい

うものについては、毎年とっていくということもできます。公表について

は、どういうふうな形で公表するというのは具体的にありませんけれど
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も、できるだけ市民の方に公表していかないと意味がないことですので、

当然中でも、目標値までいくかどうかというのを検討しながら、翌年度の

予算に反映しながら事業を進めていくわけですけれども、それについて

も、どういうような形で、達成率がどのぐらいまでになったかというのを

市民の方にお示しするというのは、当然のことだと思いますので、具体的

に何年にどうするというのは、今のところまだ、申しわけありませんけれ

ども、それについてはきちっと市民の方に報告していくということで、説

明責任を果たすというところでありましたけれども、そういう面で、市民

の方に対して説明責任を果たしていくという形の、今回の構築になってい

ます。 

３年ごとという、ローリング方式をちょっと説明してください。 

ローリングというのは、実施計画の場合は、３年間というのは、３年間

の財政推計を、要するに３年間でどのぐらいの財政の収入があるかを見込

んで、３年間でどういう事業がある。何年にどういう形でできるかという

のを３年間の中でつくっていくわけでございます。ですから、予算の配分

が、例えば100億しかないのに200億の計画をつくっても、これは実行でき

ませんので、100億の中でどの事業を優先的にやって、100億の中におさめ

ていくかというのを、３年間の計画の中でつくっていきます。それを予算

は単年度の予算になっちゃうのです。計画自体は３年間の計画ですけれど

も、予算自体は単年度になっていますので、単年度ごとには、また優先度

をつけて、３カ年に振り分けていくわけです。例えば１年目にどうしても

行えなかった事業については２年目から始めるとか、そのような振り分け

をしていきますので、１年目に事業をやって、２年目にまたもう一度その

全体の事業を、また３年間の中の事業を見直して、２年目は２年目の予算

を組んでいくという形で、毎年見直ししながら、３年間で計画を進めてい

くという形になります。３年後に新たにまた３年間の計画をしていく。そ

ういうよう計画になります。 

３年後にですか。毎年…… 

毎年見直しをしていきます。２ページのところを見てください。あるの

かな。ちょっと図が示されていますけれども、ここに実施計画、下の方に

矢印が出ていますね。これは３年計画として、毎年ローリング方式という

ことで、ここの一番下の実施計画の上の方、黒く塗ったところですね。こ

れは20、21、22の３年間の計画なわけです。これを来年度、またさらにこ

の事業を見直して、また３年間の計画をつくっていくという、毎年見直し

ながらつくっていくという形です。 

３年たったから、すぐ成果がどうこうというところじゃないのですね。

ずっと継続していくということですね。 

そうですね。ただ、３年の中で終わっている事業とかもありますので、

そういう場合には、その段階である程度評価をできるという面も出てきま

す。 
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よろしいでしょうか。 

ほかにどうですか。 

横山さん。 

横山です。 

全体的についてでなくて、私もこれは要望なのですが、この中で、施策

の６の、ページで言うと26と54と56にまたがるのですが、そういう中で、

特に財政面の中で、有効的に活用するになっていますよね。限られた予算

の中で、有効的に活用するということなのです。そうすると、特に有効活

用の中で、ページでいきますと、一番わかりやすいのが、56ページだな。

56ページの、これは５番目、市有財産の有効活用。これで実質を見ていき

ますと、要するに市の財産が有効に活用されているというふうに見ていま

すね。そういう中でもって、限られた予算の中で有効活用ですので、現実

のことを聞きたいのですが、例えば山武地区の問題です。現在、例えば保

健センターがございますよね。あと議場がございますよね。それとあと、

一部中央会館も入ると思いますし、あと車庫。そこにこわれた車庫があり

ますよね。ああいう現実にある建物についての取り壊しとか補修、そうい

う問題についての考えは持っているのかということなのですね。特に私の

考えは、仮称であります交流センター建設。これが必要なのかなという気

もするのです。ということは、山武地区をとれば、こういうものをうまく

利用すれば、かわりにできるのじゃないのかなと。ただ、問題が、そうな

ってくると、実際今、オープンスペース話ですので、だれでも自由に使え

るということですので、現状の１つ例をとると、保健センターを見ます

と、ほとんど今やっていません。あれをどうするかという問題です。１つ

は。ああいうところを使えば、逆に管理の面でも、管理人を兼ねながら、

事業が自由に使えるのじゃないかというふうな気がするのです。そういう

現状のある施設を有効にするとなっていますけれども、事実、そういうの

を各地区ごとに４地区を見ているかということなんです。 

もう１点は、もし仮称の交流センターをつくると、その庁舎はどうなる

かという、現状があります。これは使うのか壊すのかという問題ですけれ

ども。ですから、どういう施設を有効利用して、どういう施設を配置する

かということも踏まえて、もう一度、今後のことを踏まえながら考えても

らった方がよいのでは。さっきありました、学校の空き教室もそうですよ

ね。踏まえますと、やはりなるべく最小限の費用で最大の効果があるとい

うことがありますので、そういうことを踏まえてもらって、少し現状施設

を旧４町村の中でもって、それぞれもう一度見直したらどうでしょうかと

いう、提案です、これは。 

ちょっと今のご指摘に対するお答えをお願いします。 

私がすべて的確にお答えできるかどうかはわかりませんけれども、当然

その現状の施設を有効に利用するというのは、本当にそのとおりだと思い

ますし、その施設をいかに有効に利用していくかというのが、大きな課題
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です。合併して、特にやっぱり、学校にしても、そういう、例えば保健セ

ンターにしても、それぞれの市町村に同じような施設があったということ

で、その施設をどういうふうに今後使っていくかというのが、それを有効

に活用することによって、例えば維持管理費を全部削減していくというこ

とにつながりますので、そういう面では、非常にその辺が大きなこれから

の課題ということで、その辺は十分私どもも認識はしております。この庁

舎、交流センターの話が出ましたけれども、交流センターの関係は、もう

皆さん当然ご存じですけれども、一番初めのスタートは、総合支所という

ことで、この庁舎自体が非常に古くて老朽化して、ということで、総合支

所を建てようということから始まってきているのですけれども、ただ、方

向として、総合支所ではなくて、出張所という形になって、かなり縮小さ

れちゃった中で、どうしようかという話になってくるのですけれども、こ

の庁舎自体は、非常に今、老朽化が進んでいて、恐らくもう何年ももたな

いような状況なのです。ですから、この施設自体で、今後出張所として業

務をしていくというのは、無理だと思います。ですから、出張所を、では

どこかに、すぐなくすというのは今のところ考えないと思いますので、ど

こかに設置しなきゃいけないという中で、１つが交流センターということ

で出てきたのですけれども、交流センターについては、何度もこの辺で

も、地域審議会の意見書の中にもありますけれども、この山武地区の中心

的な施設。恐らくこの山武地区は、この周辺は、いろんな公共施設がまと

まっていて、中心的な施設だと思うのです。ですから、それをこの施設

を、すべての施設、有効に活用する、それの中心的な施設として、何とか

交流センターを活用できないかと。新しく設置して活用できないかという

ことで、現在考えて進めておるところです。その中に出張所機能も設けて

いくという形で考えています。ですから、交流センター自体は、山武地区

の中心的な施設として、この地区のにぎわいを創出するような中心的な施

設として、何とかうまくこの地区を盛り上げていくような施設として、何

とか考えられないかということで、現在いろいろ知恵を絞りながら進めて

いるところです。 

ついでに話ししちゃいますと、ちょっと交流センター自体の計画がちょ

っとおくれぎみになっていまして、当初地域審議会の中でも説明いたしま

したけれども、あの中では、来年度あたりから、20年度あたりから着工と

いう話もちょっとしたかと思うのですけれども、ちょっとそういうこと

で、全体的な施設の総合的な有効な利用を図っていくためには、あそこの

敷地の中だけでぽんと建てても、うまくいかないだろうという中で、隣に

スポーツ広場とか、地区に元気館もある、スポーツ広場もあるという中

で、もうちょっと、スポーツ広場も含めた使い勝手を考えていった方がい

いだろうということで、ちょっとその辺の作業の見直しをしていまして、

その辺でちょっと時間がかかってしまって、基本設計自体がちょっと延び

ちゃっているということです。その辺で、基本設計の方も、ある程度でき
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上がった段階で、また地域審議会の皆様方にもお示ししながら、また意見

をいただく機会を設けようというふうには思っていますので、当然その中

にも何か、市民の方も、市長との市民懇談会の中でも、市民の方もちょっ

と説明をしてほしいというような意見もあるようなので、一緒に含めて説

明するような場を、今後設けていきたいというふうに思っています。 

交流センターは、今、まちづくり交付金という形の、今ガソリン税だと

かいろいろ騒がれていますけれども、問題になっているのですけれども

ね。交流センターだけじゃなくて、まちづくり交付金ということで、この

地区をさんぶの森地区というふうに位置づけをして、あの中心的な施設

と、それから道路の整備も、例えばあそこから戸田の方へ向かう道路。あ

れも用地の買収はほぼ終わっていますけれども、まだまだ工事はこれから

だという道路ですし、ですから、そういうような国の交付金だとか、特例

債事業みたいなものを使っていかないと、なかなかそういう整備ができな

いという中で、そういうものも一緒になって整備をしていこうということ

で、進めていますので、交流センターだけにとらわれないで、その全体の

計画ということで、ちょっとご理解いただければなというふうに思ってい

ます。 

私は交流センターにこだわるわけじゃありませんけれども、例えば、な

ぜ施設名を挙げたかというと、保健センターに要望があります。例えば現

在、予防接種や検診がおこなわれています。そうすると、その都合でもっ

て、例えばある地区の人が、松尾へ行ったり蓮沼へ行ったりするようにな

っているのですね。なぜかというと、要するにここが問題。先生の受け入

れでもって、先生が松尾の当番のときには、基本的には松尾へ行かなけれ

ばならない。すごく不便だと言うのです。保健センターが何のためにある

のだと。保健センターも乳児検診とか幼児検診、場所が変わるそうです

ね、具体的に言うと。そうすると、何の機会を与えているのだということ

になる。 

それならば、あえて交流センターつくるなら、今、施設を見直して、山

武地域だけでもできるようなことがないものかと言われたものですから、

実際、職員が管理に行くのかという話も聞いているのですね。議場もそう

ですね。あれ何に使っているのだと。ですから、これ見ると、有効に利用

していますと書いてあれば、本当にしているのかなと思ったから、質問し

たわけなのです。ですから、基本構想で問題があるような話をしています

けれども、それも踏まえて、これからの取り組み、活用ですね。これはこ

れで結構なのですが、現状の４地区の方の見直し作業をやってもらいたい

というのが、本来の要望なのです。それだけです。よろしくお願いしま

す。 

はい。 

土屋ですけれども、この辺が皆さんの方からお話があった点ですけれど

も、各地区からも、やはり同じような話が出ており、どのように有効活用
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するのかという話も出ているわけですけれども、そのほか、同じような施

設があるわけですけれども、やはり何らかの形で利用していかないという

わけにはいかないでしょうし、また、必要でないところは閉鎖しないと、

閉鎖していって、経費の節減ということも図っていく。そういうもろもろ

のものを含めた中で、有効利用の具体的なものまで進めたいというような

考え方ではあります。ですから、内部検討だけになるのか、外部も含めて

という、そこまではいっていないのですが、いずれにしましても、そうい

うことで進めていかないということは、思っておりますので、そういうこ

とでやっていきたいと思っています。 

今、ちょっと参考に声を聞かせていただきたいのですが、確認なのです

けれども、保健センターなのですけれども、先生によってそういうような

ところに行かなければ行けない。要は山武地区から、予防接収云々という

ことではないということですね、現状は。 

私は、実際行った人の話聞いているのですよ。ですから、例えば順番も

市によって午前の人もいる午後の人もいる、同じ地区ですよ。片やここで

おこなって、片や蓮沼まで行ったと。要するに注射を受ける先生が、自分

の都合で会場を変えているのですね。わかりませんけれども。そう言われ

ました。 

そうですか。 

車のある人はすごくよいのですが、ない人は困ると。少なくとも山武地

区の住民だけでも、ここで、一括でできませんかというふうなことです。 

わかりました。 

４町村でやっているでしょう。実施方法の問題だと思いますがね。 

確認させていただきます。内部のことも図っていないので、内容を確認

させてもらって、よい方法があれば、改善させてもらいたいと思います。 

この方はタクシーで行って、蓮沼まで。大変だったっと。 

そうですか。 

本人が言うから間違いないでしょう。 

そうですか。 

だから、保健センター何であるのと聞かれたものですから、あえて。よ

ろしくお願いします。 

宇井さん。 

いろんなところから、今、横山さんの言う話は聞きます。保健センター

を使えば、おれはあの道路が早く戸田から向こうへと、あれを実現したい

なと思って、それをつくるには、交流センターが必要なのかな。もし道路

だけでもできるのであれば、保健センターも無駄にしない方がいいねと。

それじゃなくとも今、市の方はお金ないのだから、できたら、それが旧３

町村の中できたのなら、山武の人たちがひがむだろうけれども、でも、山

武町ではそういう声が出るというのは、いや、我が山武の人たちは温厚で

いいなと、そんなふうに思っておりますので、そんなことで、もしそうい
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うことが実現できれば、保健センターを支所として、それで道路ができれ

ば、そんなふうに進められればいいなと。 

今、横山さんからでなく、ほかからもそういう話が、ちょっといっぱい

聞いていますので、お願いします。 

また、ほかからも、山武は置いていかれていると。みんな成東だと。山

武の人たちは、おれらは一番損しているという声も聞くけれども、いや、

そんなことないよと。旧山武町ほど、いろいろな施設が充実しているとこ

ろもないのじゃないか。誇りを持てよということも、やっぱりそういうひ

がみ根性の人たちもたくさんおります。 

以上です。 

有効利用に向けてのご意見。 

はい、どうぞ。慶増さん。 

慶増です。 

ちょっと問題外かもしれませんけれども、これは早急にやっていただい

た方がいいな。なぜなら、財政も逼迫していることですから、ぜひに提言

したいと思います。 

成東病院さん、非常にいいです。いい病院です。しかし、そのようなご

評価なりＰＲが足りません。そして先生方いわく、赤字なんかすぐ解消で

きるのだよと言っているので、早く成東病院に入って見直しをしていただ

きたいと思います。 

気がつきましたことは、看護婦さんたちの、これ安全管理が非常にずさ

んです。ですから、これも赤字につながっているやに思いますので、これ

はきちっとしたマニュアルに基づいて、原点に戻って、看護婦さんたちも

皆さん立派な方ですけれども、さらに安全管理に十分注意して、ロスのな

い、むだのない経営をお願いしたいと思います。 

先生方、非常にいい先生方です。そして、ＰＲが足りませんので、ぜひ

早急にお願いします。 

それとともに、成東病院の病院が非常に壊れておりまして、私も入院さ

せていただきました。しかし、すき間風で熱が37度、まだ私退院して１週

間たちませんけれども、早急にその修繕と、トイレが非常に壊れています

ので、それはもう大至急お願いしたいと思います。先生方も一生懸命にな

って、赤字を解消するよと言っていますので、ぜひお願いしたい。 

それから、町民、住民、みんなが成東病院に対して誤解、誤報が走って

おります。それはどのような解決方法ありましょうか。それもあわせてお

尋ねしたいと思います。 

慶増さんから、市民の非常に懸案事項である成東病院のあり方について

のご意見なりご提言なりいただいたわけですけれども、それはちょっと担

当部署も違いますし、部長がおいでですから、総合的なことは多少はお話

しいただけると思いますけれども、いかがでしょうかね。その話と、出光

の話について話しすることができましたら、時間ないですけれども、その
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話をちょっとするというので、とりあえずまず、元に戻して、この計画に

ついて、まず結論を出したいと思うのですけれども。 

ほかに、こっちの方でご質問ありましたら、伺いますけれども。 

宇井です。 

商工会の方で、市の方からも、町の活性化を、商工会としてはどうする

のかという、予算をもらって、一生懸命今、検討会を暮れからやっており

ます。 

それから、県の方からも、町の活性化ということで、予算をもらって会

議をおこなっています。２つの方向で、山武市を活性化するにはどうした

らいいか。我々はすごく頭を悩ませていますが、今、そういうことをまと

めて、この計画ができてくるのだな。ただ活性化、活性化ということで言

われて、そんな難しいことできないよという、みんなの頭でしたが、今日

こうやったところ、これは真剣に考えて、そして行政の方に上げなければ

いけないなと。それがこの一番下の部分になるわけですよね。そんなふう

に考えております。 

商工会とか農業とか、そういう形で、どんどんそういう計画をつくるた

めに、宿題が出されているようですね。我々もそのうちの１人です。 

ですから、多分、いろいろあると思いますが「その他」でやればいいと

思うのです。ですから、総合計画についての意見だけを取りまとめて、後

は「その他」ということでいいのではないですかね。 

総合計画の方で、過去に日向駅のホームの延長が、予算も取りつけられ

てあったやに思うのですよ。ですから、取り急ぎホームの延長だけでも取

りかかってみてはどうだろうかと。 

慶増委員のお話ですけれども、やはり総合計画の中ではそれはもれない

と思うのですよ。ですから、それがどこにあるのだと。何に基づいて、そ

れらを今度展開していくのだという、そのもとの範囲ということですの

で、そのことも含めて、この総合計画について承認する方向でよろしいで

ございますか。 

異議なし。 

承認するということでご意見をいただいたわけですが、私も一番気にし

ておったことは、この地域審議会で提言したことは、どういう形で載せら

れるのかということでしたけれども、その辺はうまく反映させていただい

ているというそんな感じがいたします。ですので、差し支えなかったら、

ご了解いただくというにしたいと思いますが、総合計画については、よろ

しゅうございますか。 

ちょっとこの言葉、これ。「山武には」。ここ、ごめんね。何回もこだ

わって、ごめんね。出光の整備について。「山武には森林を守るＮＰＯが

存在しています。その活動の場として提供することで、管理費用の低減を

図ることが可能となります」という、この言葉ね。これはちょっと事実に

反するように思うので、これは、なぜならば、この組織のところが、もう
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事実をしゃべっちゃいますね。お金も全くないところで、 

それでは、ちょっとお待ちください。 

結論といたしまして、今お諮りいたしましたけれども、ただいま提案さ

れております総合計画（原案）に対しては、当山武地域として了承すると

いうことで、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

そして、時間、お昼までということで、そんなに長くないわけですけれ

ども、ただいまちょっと、いろいろご意見出ました。施設の有効利用のこ

とと、出光村関係のことと、それから、成東病院のお話も出ました。その

ことを審議する場所ではありませんので、限界があると思いますけれど

も、ちょっとその辺について、部長なり担当なり、もしよろしければお話

ししていただけますか。 

私のわかっている範囲ということで、お話しさせていただきますけれど

も、土屋ですけれども、あとは石田課長の方で、説明させていただきま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

まず、一番初めに出ていました出光村の関係でございますけれども、こ

れは私の知っている範囲でございますが、先般、12月の議会におきまし

て、議員さんの方から市の活性化についての話が出ました。その中で、市

長からは４つの拠点の話が出ております。 

一つは蓮沼の方の、オライはすぬまあるいは海浜公園を中心とした拠

点。それから、松尾の方では、空港道路を利用した空港関連の企業誘致み

たいなもの、そういうことも何とかできないだろうかという意味合いで出

ていました。それから、３地区でいいますと、先ほど話が出たとおり、出

光村とあと、こちらの有効活用。そちらについての話も出ております。そ

れから、成東では駅周辺の話というようなことで、３つの話が出ておった

ところでございます。 

その中、とにかく活性化というような話の中と相反するかどうかはわか

らないのですけれども、少し投資をしないと、企業も来てもらえないので

はないかという話も、議員サイドからは出ておりまして、そういったもろ

もろの点、そういうものも踏まえて、これから検討していかなきゃいけな

いだろうというようなことで、当面そのまま置かれているという状況が果

たしていいのかどうかということの中から、民間の力にある程度ゆだねる

部分があるだろうという、散策路としても使えるような形にしても、一時

的に使っていくという方法もあると思いますけれども、では、すぐ企業が

来てくれるか。あるいはほかの利用がすぐ考えられるかというと、やはり

そこに投資的な結果を必要としなきゃいけない部分があるだろうというよ

うな、そんな感じではいるわけです。ですから、その辺はご理解いただき

たいなというふうに思っています。 

それと、病院の件ですけれども、病院の件につきましては、私の方でこ

うするというのは、なかなかできない部分です。今お話があったようなこ
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とについては、管理者である市長、あるいは事務長の方には伝えるような

形でいきたいということで、ご理解を願いたいというふうに思っていま

す。 

大至急伝えてください。 

それと、もう１点、宇井委員さんの方から出ていた商工会の関係ですけ

れども、これらについては、本当に難しいものだと思います。農業施策も

同じなのですけれども、商工会は特にシャッター通りというようなこと

で、町の活性化が果たしてできるかというような、そういう思いもあろう

かと思うのですが、打つ手というのがなかなか見出せないというのが現実

ではなかろうかと。そういった面で、商工会と、それから行政とで十分話

し合って進めていくしかないのじゃないかなというふうには思うのです

が、どこ行っても、決め手となるべきものがないというのが悩みの種だと

いうようなことであろうと思います。でも、それではいけないだろうとい

うことで、ひとつまたいろんな形で提言、提案いただいて、行政が支援す

べきものは支援するという形で進めていければいいのかなというようなこ

とで、考えているところでございます。 

それと、もう１点、ホームの件については、もし違っていたら申しわけ

ないのですけれども、私が知っている限り、ＪＲさんの方には、成東も含

めて話に行っていると。ただ、現状言われているのが、３分の２ぐらいを

市サイドで持って、３分の１の経費をＪＲさんで持つというような話は、

かつてあったわけです。それでやれというようなことが話としては出てい

たわけですけれども、なかなか３分の１の経費をＪＲの方で出すこと自体

も、今の利用率からいくと難しいというのが現実のようには聞いていま

す。詳しくは、石田課長から説明させます。 

まさに今、部長の方がおっしゃったとおりで、ＪＲには、なかなか、要

するに設備投資をすれば、それは例えば５年間ぐらいの間に回収しなきゃ

いけないという考え方なのですね。ということは、それだけふやすことに

よって、乗客がふえるとか何とか、そういう見込みがないと、なかなか設

備投資をしてくれないのです。ですから、ここの地区がやっぱり人口が減

少傾向にあって、乗降客がやっぱりふえていないのです。逆に減っている

のです。ですからその辺の、仮にホームだけ延伸しても、なかなか人口は

ふえてこないというところで、例えば人口がふえるような何かそういう見

込みがあって、ＪＲが設備投資しても、５年間ぐらいとかで回収できるの

であればということを常に言うものですから、なかなかその辺がうまく進

まないというのが現状です。 

このホーム延伸だとかそういうものは、この山武市と、それから八街も

そうなのですね。八街だとか、佐倉までの区間のそれぞれの関係市町村で

協議会というのを持っていて、それで事務レベルとかで話し合いながら、

ＪＲの方と話し合いをしているのですけれども、なかなか、例えば日向だ

けホーム延伸しても、快速が通過できないのですよね。結局成東だとか、
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八街だとか、そういう駅のホームを延伸しないと、ＪＲの快速がとまれな

いという形ですので、そうすると、なかなかＪＲの方も、何カ所も一気に

できないというのもありますので、ちょっとその辺は手間取っているとい

うところで、要望だけはきちっと、ＪＲと話はしていますので。というこ

とで、ご理解いただきたい。 

出光村の雨坪側からの進入路については、課長、ある程度把握していま

すか。どの程度に。何か今、工事やっているようだけれども。 

私の聞いているのは、坂の、民家のあるところぐらいまででしょうか。

坂の部分だけは改修計画に載っています。 

今、いろいろ出たご意見について、わかる範囲で説明を受けましたが、

担当違いということもありまして、十分な説明がいただけなかったことと

思うのですけれども、ほかにご意見何かありますか。 

それから、いろいろな意味で、ＰＲの仕方が下手なように思うので、Ｐ

Ｒの仕方をもっと積極的にして。 

どういうことですか、例えば。 

成東病院なら成東病院がこんなにいい病院だということを知らないで、

むだな医療費を使ったり何かして、何かもっともっと上手に連絡ができる

というか、情報がきちっとできたらいいなと思います。 

それは担当者の方に伝えていただけるということで。 

それでは、いかがでしょうか。 

並木ですけれども、この文章の中、やはりＮＰＯとかボランティアとい

う名前が多々出てきているのですけれども、市にボランティア登録してい

る方たちの会員さんと、あと社会福祉協議会の方のボランティアに登録し

ている方たちと、二重登録みたいな形をしているのですね、今現在。市の

方でも、課によってボランティアさん募集していらして、そこへボランテ

ィアさんが登録する。こちらの社会福祉協議会の方のボランティアセンタ

ーにも登録するということで、それはやはりボランティアさんにとって

は、むだだなというか、何で同じ市なのに、社会福祉協議会にも登録し、

市の方の教育委員会とか、いろいろなところで登録するのかしらと。市の

方に登録したから、こちらの社会協の方のボランティアセンターの方に

も、そのデータが来ていると思っているボランティアさんがいるみたいな

ので、その辺も大きく市として見るならは、１カ所というか、１回ボラン

ティアさんが登録すれば、二度手間、三度手間。細かくそういうふうな形

で登録しないで活動できるような、そういう社会福祉協議会と情報を共有

して、いろいろやることによって、住みよいまちづくりにもっと協力でき

るのじゃないかなと。 

慶増委員。 

このＮＰＯだとか、そういうボランティアね。みんなほとんどが、ボラ

ンティア立ち上げるときに、いろんな趣旨があるわけね、協議会さんは協

議会さんの。それからこの環境さんは環境の、残土の問題だとか。そして
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組合費というのを、みんなそれぞれ払っていると思うのですよね。払って

いないのかな。だから趣旨が違うので、たくさんボランティアに登録して

も、それは全く関係ない。 

ある意味でちょっとお答えの一部かなと。 

部長、どうですか。 

土屋ですけれども、今の点につきましては、できるだけダブらないよう

なというような意味合いを、要は社会福祉協議会の方にご登録いただく方

は、それなりに納得してもらいたいというような、活用してもらいたいと

いう趣旨だと思うのですが、そのような話はさせていただきます。 

市のほうには、関係部署がありますので、そのような話はさせていただ

きます。 

ただ、慶増委員さんからお話あるように、やはり各部署によって違って

いて、やはりここに登録したから、またプラスとしてやっていただけると

いうものも、双方としてはあるだろうと、私は思っているわけです。社会

福祉協議会の中だけのボランティアがすべてという考え方ではありません

し、その中でまた市の方でもお願いすべきものは、直接的にも登録してく

れることによって、その団体の意識がやはり、市民も参画しているのだな

というような意識もあろうかなという面もあろうかなと思うのです。た

だ、お話はお話としまして、こういうふうに出してあるのだから、そうい

う活用もあるのではないかと。そこから逆に発信すると。登録してある段

階に協力してもらえるかということで、市サイドからお願いしてみるとい

うのも、また一つの方法かもわかりませんので、その点については、協議

でも話をさせていただくということで、ご理解をお願いしたいというふう

に思います。 

私たちのセンターの方ではそれは感じなかったのですけれども、ボラン

ティアさんの方からそういう話があったのです。そこは市に登録したのだ

から、こっちにも登録してあるのじゃないかということで。いや、こちら

の方は、また市とは別なのですよと言うと、ええ、どうしてというような

話が来ている。 

そういう面も十分ある。似たようなところならいいじゃないかと、そう

いう気持ちもわかるのですが、縦割り行政でもないし、あるかもしれない

し、また部門が違うと。同じようなところでというお気持ちだと、あるい

はそういう声だと思うのですけれどもね。 

いかがでしょうか。本旨についてはご了解いただきまして、そのほかに

いろいろとご意見をちょうだいしました。きょうは総務部企画政策課とい

うことで、多少制約はされておるわけですけれども、ご意見は意見として

伝えていただくということで、よろしかったらこの辺で閉じたいと、閉じ

るのは私でいいのかな。 

会長、その他ということでよろしいでしょうか。 

２点ほどお願いしたいと思います。 
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先ほど交流センターの関係で、基本設計ができた段階で、地域審議会の

方のまたご意見いただきたいということで、できればまた３月までの間

に、もう一回説明の場をつくってもらうかもしれませんので、それだけち

ょっとお願いしたいと思います。 

それから、もう１点なのですけれども、実は市の指定金融機関は千葉銀

行になっておりまして、合併して千葉銀行になったときに、千葉銀行のＡ

ＴＭ、キャッシュコーナーをつくるということになっていまして、交流セ

ンターの話もあるし、どこへつくろうかというのが先延ばしになってい

て、保留になっているのです。これちょっと先になりますので、できれば

早くＡＴＭを設置した方が、住民の方には喜ばれるのではないかというこ

とで、京葉銀行は今、ランドロームのところにありますので、あの近くに

千葉銀行のキャッシュコーナーを一緒に設けた方が、みなさん使い勝手が

いいのではないかということで、今考えていまして、もしご意見で、この

審議会の委員の皆様方が、そういう形の方がいいということであれば、で

きればそういう形で進めれば、非常に早い時間で、恐らく３ヶ月か半年ぐ

らいの間にはできるのではないかと思います。ですから、そういう形で進

めたいと思うのですけれども、その辺でご意見がもしあれば、ちょっと伺

いたいと思います。 

ランドロームの方がよいでしょう。 

場所もランドロームの方が。 

農協も一緒に入れて欲しい。 

農協ですか。農協に努力していただかないと。 

それは、機械を入れてからの話にしますよ。 

一緒の方が使い勝手がいいと思うのですよね。千葉銀があっち、京葉が

こっちでは、やっぱり使い勝手が悪いので、だったらもうランドロームだ

ったら、比較的早目に設置が可能だと思うのです。どうでしょうかね。 

私はいいと思います。 

そうですか。ありがとうございます。 

慶増倭枝です。 

また苦情のようで申しわけございませんが、今度交流センターらしきも

のができるときは、再び元気館のようなことがないように、あれ丸投げと

いいまして、全く違っていた。私、構想として30年も持って、我が家であ

あいうものをつくりたいと思っていた。たくさんの業者にも来ていただい

た。しかし、入り口一つにしても、歩けない方もおられるのだ。今、トラ

ックでそこに来て、10分で風呂へ入って仕事に出たい人もいる。いろんな

目的で元気館を使う。その趣旨にのっとった、そういうものをつくりなさ

い。じゃない、場所も狭い。そしてお風呂など、まるでプライベートなど

全く侵害する。それから、地域の野菜なりお米なりもちが売れるように、

そういうものを必ずつくってくださいと言ったにもかかわらず、そうじゃ

ない。あるのは、若者を相手にするか、そんなものを相手にするような、
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機械だけが豊富に設置されて、何ら健康だとか教育だとか、一つも該当し

ていない。なぜならば、お風呂に入る。それからプールに行く。そのとき

は手ぬぐい１本持っていくのが常識。びしゃびしゃ。だれ一人言わない、

やらない。なぜなら、あの元気館がオープンするとき、残念だったけれど

も、私は歩けなかった。もうオープンして１年半か２年した。そしてあの

使い方を知らない者が使っていた。蔓延している。早く言えば、ワルが蔓

延しているのだ。指導のできる者が風呂に入るなり、そういうものをすれ

ば、おのずと、ああ、この方は歩けないのだな。手をかしてやろう。こん

なの自然のこと。とてもよかった。私が、この１年半なり２年、全く歩け

なかった。そのとき何をしてくれたか。そしてあそこにいる人たちも、配

慮も何もない。全く私のイメージと違う。 

それなりの、私には理想があったのです。なぜなら、あれだけの反対を

受けて、2,000万なり1,000万の赤字にしないのだといって、一つ一つの会

議にどれだけの、争いごとをしちゃいけない。今はこのことを解決するの

だと言って、一つずつを精査して、心血を注いでやってきたのだ。ところ

ができあがると、いつの間にか、早く言えば、ああいうのを丸投げという

の。なぜなら地域の活性化なんて、地域の人なんか、だれも加わっていな

いではないか。 

わかりました。趣旨はわかりました。 

待って、毛だらけ。動けない私が、周り中、毛だらけになって帰ってく

る。こんなの違うだろうというの。保健衛生上も非常に悪い。なぜなら、

そういう指導さえもできていない。 

ちょっと場所が違いますよ。 

だから、そういうように一つのことを、なぜなら、今元気館なら元気館

ができるにあたっての協議会。そうしたらいつの間にか、ぱっと町長がか

わったら、かわったのだよ。 

ですから、その辺のことも、交流センターの話のときにひとつやるとい

うことで。 

これからの役所の考えでは困るよということ。スピーディー。早くやる

ことなのです。そして安全で確実なことをやっていれば、皆さんにお喜び

いただける。ぜひそのように心がけてもらいたい。 

ですから、交流センターだって、同じこと繰り返してはいけない。それ

にもちゃんと協議会を立ち上げてもらって、きちんとしてもらわなきゃ困

る。 

はい、ありがとうございました。 

では、以上をもちまして、本日の会議を閉じます。 

ご苦労さまでした。 

 

 

 


